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 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

千円

(注)　 1 職員手当には退職手当を含みません。

2 職員数については、令和６年４月１日の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）、

定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含みません。

3 給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の

給与費が含まれていますが、会計年度任用職員の給与費は含んでいません。

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

(注)　１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）

　を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した指数です。

２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した

　地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給割合を用いて補正したラスパイレス指数です。

　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）/（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給割合）により算出。）

３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

４　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後の最初の４月１日以後に

　支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いています。

※ 令和７年４月１日のラスパイレス指数が、［１］３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、［２］３年連続で上昇している場合、

［３］100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

国に比べ、昇給幅の大きい職員の割合が多いため
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（４）給与改定の状況
※志免町は、人事委員会未設置のため、公表省略。

（５）社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について

【概要】　国家公務員給与においては、行政職俸給表(一)において３級から７級までの初号近辺の

　 号俸をカットし、これらの級の初号の俸給月額の引上げを行うとともに、８級から10級の隣接する

　 級間での俸給月額の重なりの解消等を行っている。その他、各種手当について見直しを行っている。

① 給料表の見直し

　[　実施　]

　実施内容（実施（実施予定）時期、具体的な実施内容（未実施の場合には、その理由））

　（給料表の改定実施時期）　令和７年４月１日

　（内容）　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、３級から７級までの初号近辺の号給をカットし、

　これらの級の初号の給料月額の引上げを実施。（国の８級以上に相当する級がないため、隣接する級間での給料

　月額の重なりの解消は実施していない。）

② 地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）　国基準５％に対し、志免町においては６％を支給。

(実施時期）　平成２７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引き上げることとし、

平成２７年４月１日時点は５％、給与改定後は平成２７年４月に遡及し６％、平成２８年４月１日以降は６％を支給。

（参考）

③その他見直しの内容

扶養手当、通勤手当（新幹線鉄道等に関する特例を除く）、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当について、

国と同様に見直しを実施。（令和７年４月１日実施）

（６）特記事項

志免町の支給割合

国基準による支給割合

各年度の支給割合

令和６年度 令和７年度 令和８年度

6% 5% 4%

6% 6% 6%
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